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本
会
へ
指
定
都
市
協
議
会

を
設
置
す
る
こ
と
が
決
ま

り
、
理
事
会
で
挨
拶
す
る

同
協
議
会
会
長
の
橋
村
芳

和
・
京
都
市
議
会
議
長
。手

前
は
関
谷
博
・
本
会
会
長

指定都市協
本会設置へ
理事会で承認

本
会
は
５
月
２１
日
、
東
京
・
全

国
都
市
会
館
で
第
１
９
１
回
理
事

会
を
開
催
し
た
。
協
議
の
内
容
は

「
第
８９
回
定
期
総
会
の
運
営
」
な

ど
。
こ
の
ほ
か
緊
急
上
程
さ
れ
た

「
全
国
市
議
会
議
長
会
指
定
都
市

協
議
会
の
設
置
及
び
そ
の
事
務
を

全
国
市
議
会
議
長
会
事
務
局
で
行

う
こ
と
に
つ
い
て
」
も
協
議
し
、

原
案
の
と
お
り
承
認
し
た
。
同
協

議
会
は
理
事
会
の
承
認
を
も
っ

て
、
同
日
付
で
発
足
し
た
。

本
会
の
協
議
会
規
程
で
は
、
第

２
条
第
２
項
に
「
協
議
会
の
設
置

は
、
理
事
会
の
承
認
を
得
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。

第
３
条
第
１
項
で
は
協
議
会
設
置

に
当
た
り
、
設
置
目
的
や
関
係
市

名
な
ど
を
本
会
会
長
へ
届
け
出
る

よ
う
定
め
て
い
る
。
５
月
９
日
付

で
同
協
議
会
会
長
の
大
西
均
・
京

都
市
議
会
議
長
か
ら
、
届
け
出
が

関
谷
博
・
本
会
会
長
（
下
関
市
議

会
議
長
）
へ
あ
っ
た
た
め
、
２１
日

の
理
事
会
へ
緊
急
上
程
さ
れ
た
。

【
お
知
ら
せ
】
翌
２２
日
開
催
の
第

８９
回
定
期
総
会
の
概
要
は
、
６
月

１５
日
付
と
な
る
第
１
８
７
１
号
で

特
集
を
組
み
、
報
告
い
た
し
ま
す
。

韓
国
議
長
会
会
長
が
本
会
に

川
崎
・
大
和
両
市
議
会
も
視
察

韓
国
全
国
市
郡
自
治
区
議
会
議

長
協
議
会
の
会
長
が
５
月
２０
日
、

我
が
国
の
地
方
議
会
制
度
を
調
査

す
る
た
め
、
本
会
事
務
局
へ
来
局

し
た
。
関
谷
博
・
本
会
会
長
（
下

関
市
議
会
議
長
）
が
本
会
を
代
表

キ
ム
イ
ン
ベ

し
、
金
仁
培
・
韓
国
議
長
会
会
長

に
応
対
。
金
会
長
は
翌
日
、
川
崎

市
議
会
（
大
島
明
・
議
長
）
と
大

和
市
議
会
（
大
谷
仁
・
議
長
）
を
訪

れ
、
議
会
の
現
場
を
視
察
し
た
。

韓
国
議
長
会
は
同
国
の
地
方
自

治
法
に
基
づ
き
、
基
礎
自
治
体
の

「
市
」「
郡
」「
自

治

区
」
合

計
２

２
７
団
体
の
議
長
で
構
成
さ
れ
て

い
る
。
市
・
郡
・
自
治
区
議
会
の

意
見
を
集
約
し
た
う
え
で
国
会
や

政
府
に
対
し
、
地
方
自
治
発
展
に

向
け
た
法
改
正
の
建
議
な
ど
を
活

動
内
容
と
し
て
い
る
。
金
会
長
は

事
務
局
の
職
員
ら
と
と
も
に
我
が

国
を
訪
れ
、
議
会
運
営
の
現
状
な

ど
を
調
査
し
、
韓
国
地
方
自
治
の

今
後
に
活
か
そ
う
と
し
て
い
た
。

番番
号号
制制
度度
法法
がが
成成
立立

社
会
保
障
や
税
、
防
災
分
野
な

ど
に
限
定
し
、
個
別
番
号
を
全
国

民
へ
付
与
す
る
番
号
制
度
関
連
法

が
５
月
２４
日
、
参
議
院
本
会
議
で

可
決
さ
れ
成
立
し
た
。

【
２
面
に
関
連
記
事
】

運
用
開
始
は
平
成
２８
年
１
月
。

政
府
や
自
治
体
は
個
人
や
法
人
の

情
報
を
効
率
的
に
管
理
で
き
、
脱

税
の
防
止
な
ど
が
期
待
さ
れ
る
。

６月５日現在の都市数
８１２団体

うち
指定都市 ２０市
中核市 ４２市
特例市 ４０市
一般市 ６８７市
特別区 ２３区

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

第1870号６月５日平成25年
（2013年）

手
前
右
が
関
谷
博
・
本
会
会
長

左
が
韓
国
側
の
金
仁
培
・
会
長

川
崎
市
の
大
島
明
・
議
長（
左
）

と
岩
崎
善
幸
・
副
議
長
（
右
）

大
谷
仁
・
大
和
市
議
長
（
右
）
ら

同
議
会
関
係
者
と
も
面
談
し
た

（１） 平成２５年６月５日 第１８７０号
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番号制度導入に伴う地方税務分野における便益
は、「住民の利便性の向上」と「地方団体の行政
事務の効率化、コスト削減」が基本

地
方
税
務
分
野
の
便
益

（
１
）
添
付
書
類（
所
得
証
明
書
）の
省
略
に
伴
う
便
益

（
２
）
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
に
伴
う
便
益

　
　
　
（
窓
口
の
待
ち
時
間
の
解
消
な
ど
）

（
３
）
個
人
特
定
作
業
に
係
る
便
益

（
５
）
法
人
特
定
作
業
に
係
る
便
益

（
４
）
情
報
連
携
に
係
る
便
益

行
政
側
便
益

（
行
政
の
事
務
効
率
化
、

コ
ス
ト
削
減
）

住
民
側
便
益

（
住
民
の
利
便
性
向
上
）

番番
号号
制制
度度
法法
成成
立立
でで
運運
用用
開開
始始
へへ

「
シ
ス
テ
ム
改
修
要
件
」「
今
後
の
課
題
」は

５
月
２４
日
の
参
議
院
本
会
議
で

番
号
制
度
関
連
法
が
成
立
し
た
こ

と
に
よ
り
、
自
治
体
で
も
平
成
２８

年
１
月
か
ら
番
号
制
度
を
活
用
で

き
る
よ
う
に
な
る
。
制
度
開
始
で

社
会
保
障
給
付
と
税
務
業
務
が
紐

付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
不
正

の
防
止
や
行
政
の
効
率
化
に
役
立

て
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

【
１
面
の
関
連
記
事
】

番
号
制
度
は
、
行
政
側
へ
便
益

を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
利
便
性

向
上
に
よ
る
住
民
側
へ
の
便
益
も

も
た
ら
す
。
し
か
し
個
人
情
報
を

扱
う
だ
け
に
、
自
治
体
シ
ス
テ
ム

を
含
め
た
制
度
設
計
に
は
、
周
到

な
事
前
準
備
が
必
要
と
な
る
。

総
務
省
で
は
、
番
号
制
度
法
案

が
今
国
会
へ
提
出
さ
れ
る
前
か
ら

「
番
号
制
度
に
係
る
地
方
税
務
シ

ス
テ
ム
検
討
会
」
を
設
置
し
、
平

成
２３
年
９
月
の
第
１
回
検
討
会
か

ら
、
直
近
で
は
２４
年
８
月
の
第
６

回
検
討
会
に
至
る
ま
で
、
様
々
な

角
度
か
ら
検
討
を
重
ね
て
い
る
。

２４
年
３
月
に
は
「
番
号
制
度
導

入
に
係
る
地
方
団
体
の
税
務
シ
ス

テ
ム
の
あ
り
方
」
を
報
告
書
と
し

て
ま
と
め
、
番
号
制
度
導
入
に
伴

う
課
題
や
対
応
策
を
明
ら
か
に
し

つ
つ
、
地
方
の
実
情
に
応
じ
た
対

応
策
を
ま
と
め
て
い
る
。
報
告
書

に
は
▽
税
務
シ
ス
テ
ム
の
現
況
▽

シ
ス
テ
ム
改
修
要
件
▽
導
入
費
用

の
留
意
点
▽
今
後
の
検
討
課
題
―

な
ど
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

市
町
村
の
シ
ス
テ
ム
改
修
要
件

の
項
で
は
「
個
人
住
民
税
シ
ス
テ

ム
」
「
固
定
資
産
税
シ
ス
テ
ム
」

な
ど
６
種
類
の
事
務
に
つ
い
て
流

れ
を
掲
げ
、
必
要
な
機
能
を
説
い

て
い
る
。
今
後
の
検
討
課
題
に
は

「
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

テ
ム
と
の
接
続
仕
様
」
「
住
基
ネ

ッ
ト
、
既
存
住
基
シ
ス
テ
ム
の
仕

様
」
な
ど
を
挙
げ
、
安
全
な
制
度
運

用
に
向
け
更
に
検
討
を
重
ね
る
。

総
務
省
は
５
月
２４
日
、
地
方
財

政
審
議
会
に
「
自
動
車
関
係
税
制

の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
を

設
置
し
た
。
検
討
会
で
は
平
成
２６

年
度
税
制
改
正
に
向
け
議
論
を
重

ね
て
い
く
。
２５
年
度
与
党
税
制
改

正
大
綱
で
は
、
消
費
税
１０
％
時
点

で
の
取
得
税
廃
止
の
ほ
か
、
重
量

税
の
存
否
を
２６
年
度
税
制
改
正
へ

委
ね
る
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
。

自
動
車
税
制
で
検
討
会
設
置

２６
年
度
税
制
改
正
に
向
け
議
論
―
総
務
省

【
検
討
会
委
員
】
▽
地
方
財
政
審
議
会

委
員
�
神
野
直
彦
（
会
長
）
▽
同
�
鎌

田
司
▽
同
�
熊
野
順
祥
▽
同
�
小
山
登

志
雄
▽
同
�
中
村
玲
子
▽
特
別
委
員
�

上
村
敏
之
・
関
西
学
院
大
学
経
済
学
部

教
授
▽
同
�
大
塚
直
・
早
稲
田
大
学
法

務
研
究
科
教
授
▽
同
�
柏
木
恵
・
税
理

士
・
キ
ヤ
ノ
ン
グ
ロ
ー
バ
ル
戦
略
研
究

所
主
任
研
究
員
▽
同
�
小
西
砂
千
夫
・

関
西
学
院
大
学
人
間
福
祉
学
部
教
授
▽

同
�
佐
藤
英
明
・
慶
應
義
塾
大
学
法
科

大
学
院
教
授
▽
同
�
勢
一
智
子
・
西
南

学
院
大
学
法
学
部
教
授
▽
同
�
諸
富
徹

・
京
都
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
教

授
▽
同
�
宗
田
友
子
・
東
京
都
主
税
局

税
制
部
長
▽
同
�
鈴
木
栄
・
横
浜
市
財

政
局
主
税
部
長
▽
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
�
丸

山
浩
司
・
全
国
知
事
会
事
務
局
次
長
▽

同
�
天
野
勝
司
・
全
国
市
長
会
財
政
部

長
▽
同
�
長
江
哲
・
全
国
町
村
会
事
務

局
次
長
（
兼
）
財
政
部
長

第１８７０号 平成２５年６月５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報



平成13年度
89.3兆円
（歳出のピーク時）

平成20年度
83.4兆円

平成25年度
81.9兆円

（▲3.9）（▲7.4） （11.2） （▲16.5）（0.3）（1.5）

（単位：兆円）【地方財政計画の推移】

※　（　）は平成 13年度と平成 25年度との増減比較

22.222.2

給与関係経費給与関係経費
23.723.7

一般行政経費一般行政経費
20.620.6

投資的経費投資的経費
27.227.2

公債費公債費
12.812.8 5.15.1

19.719.7 31.831.8 10.710.7 13.113.1 6.66.6

26.526.5 14.814.8 13.413.4 6.56.522.2

給与関係経費
23.7

一般行政経費
20.6

投資的経費
27.2

その他

公債費
12.8 5.1

19.7 31.8 10.7 13.1 6.6

26.5 14.8 13.4 6.5

１　これまで財政健全化に相当な努力

社会保障関係費（一般行政経費に計上）が
増加する中で、給与関係経費や投資的経費
を大幅に削減することにより、総額を縮減

市町村合併の進展等により、市町村の数は
半減、議員数も半減、職員数は２割減

地方公務員の数は
　　　　　H６：328万人（ピーク時）
　　　　　　　　　　　↓
　　　　　H24：277万人（51万人、16％の減）

0

5

10

15

20

25

H25H24H23H22H21H20H19H18H17H16H15

（地方税・地方譲与税　兆円）

（年度）

（財源不足額　兆円）

※　（　）は折半対象財源不足額

地方税・地方譲与税

0

10

20

30

40

50

17.417.4

（11.1）（11.1）
（7.8）（7.8）

（4.3）（4.3）

（1.4）（1.4）

（10.8）（10.8）

（7.6）（7.6）（7.7）（7.7）（7.2）（7.2）
（5.5）（5.5）

14.114.1

11.211.2

8.78.7

4.74.7

7.57.5

13.413.4

18.218.2

14.214.2 13.713.7 13.313.3
32.932.9

33.533.5
35.235.2

38.638.6
41.141.1 41.241.2

37.637.6

34.434.4

35.635.6 35.935.9 36.436.4
17.4

（11.1）
（7.8）

（4.3）

（1.4）

（10.8）

（7.6）（7.7）（7.2）
（5.5）

14.1

11.2

8.7

4.7

7.5

13.4

18.2

14.2 13.7 13.3
32.9

33.5
35.2

38.6
41.1 41.2

37.6

34.4

35.6 35.9 36.4

２　財政状況は依然として厳しい

リーマンショック等により財源不足が拡大。
その状況が継続

地方交付税の不交付団体はリーマンショック
以前と比べ大幅に減少
（市町村の不交付団体数
 　　　　H19：140団体 → H24：47団体）

５
月
１６
日
の
経
済
財
政
諮
問
会
議
（
議
長
�
安
倍
晋
三
・
内
閣
総

理
大
臣
）
で
は
「
国
・
地
方
の
在
り
方
、
地
方
財
政
に
つ
い
て
」
を

議
題
と
し
、
新
藤
義
孝
・
地
方
分
権
改
革
担
当
相
が
地
方
分
権
改
革

有
識
者
会
議
の
取
り
ま
と
め
に
よ
る
中
間
報
告
な
ど
を
説
明
し
た
。

新
藤
大
臣
が
第
１１
回
諮
問
会
議

へ
提
出
し
た
資
料
は
「
地
方
財
政

の
改
革
に
向
け
て
」
「
個
性
を
活

か
し
自
立
し
た
地
方
を
つ
く
る
た

め
に
」
。
い
ず
れ
も
取
り
組
む
べ

き
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
掲
げ
た
の
ち
、

ビ
ジ
ョ
ン
と
ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
す

同
じ
構
成
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
新
藤
大
臣
は
、
地
財
改
革

へ
の
道
筋
を
説
明
す
る
た
め
に
、

地
方
財
政
が
置
か
れ
て
い
る
現
状

か
ら
説
明
。
「
こ
れ
ま
で
財
政
健

全
化
に
相
当
な
努
力
を
地
方
が
払

っ
て
い
る
こ
と
」
「
財
政
状
況
は

依
然
と
し
て
厳
し
い
こ
と
」
の
２

点
に
つ
い
て
資
料
を
提
示
し
な
が

ら
強
調
し
た
。

改
革
に
向
け
新
藤
大
臣
は
ミ
ッ

シ
ョ
ン
に
「
地
方
財
政
を
健
全
化

し
、
自
立
を
促
進
す
る
」
を
掲
げ

た
。
ビ
ジ
ョ
ン
に
は
▽
歳
入
を
充

実
し
、
歳
出
を
抑
制
す
る
▽
地
方

公
共
団
体
の
安
定
的
な
財
政
運
営

に
必
要
な
一
般
財
源
総
額
を
確
保

す
る
▽
自
前
の
財
源
を
充
実
し
、

不
交
付
団
体
の
数
を
３
倍
に
す
る

―
の
３
つ
を
挙
げ
、
歳
入
を
充
実

す
る
た
め
に
税
収
を
増
や
す
算
段

は
「
地
域
の
元
気
創
造
プ
ラ
ン
」

に
求
め
る
考
え
を
示
し
た
。
な

お
、
「
不
交
付
団
体
数
３
倍
」
の

根
拠
は
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以

前
の
水
準
と
説
明
し
て
い
る
。

地
域
の
元
気
創
造
プ
ラ
ン
は
、

第
７
回
諮
問
会
議
で
新
藤
大
臣
か

ら
構
想
が
示
さ
れ
た
。
「
ま
ち
の

元
気
で
日
本
を
幸
せ
に
す
る
！
」

を
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
、
産
学
官
や
金

融
機
関
等
が
連
携
し
、
地
域
の
活

性
化
に
取
り
組
む
と
し
て
い
る
。

地地
方方
財財
政政
のの
改改
革革
にに
向向
けけ
てて

経
済
財
政
諮
問
会
議
で
地
方
財
政
を
議
論

新
藤
大
臣
が
有
識
者
会
議
の
中
間
報
告
を
説
明

個個
性性
をを
活活
かか
しし
自自
立立
しし
たた

地地
方方
をを
つつ
くく
るる
たた
めめ
にに

続
け
て
新
藤
大
臣
は
「
個
性
を

活
か
し
自
立
し
た
地
方
を
つ
く
る

た
め
に
」
と
題
し
た
資
料
の
説
明

に
入
っ
た
。
こ
の
資
料
は
、５
月
１５

日
開
催
の
第
３
回
有
識
者
会
議
で

取
り
ま
と
め
た
中
間
報
告
�
本
紙

第
１
８
６
９
号
掲
載
�
が
内
容
。

ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
ビ
ジ
ョ
ン
に
続

き
示
さ
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、

「
新
た
な
る
推
進
体
制
の
構
築
」

が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
総
理
を
本

部
長
と
す
る
地
方
分
権
改
革
推
進

本
部
で
政
策
を
検
討
・
決
定
す
る

に
あ
た
り
、
調
査
と
審
議
を
有
識

者
会
議
が
担
う
と
ア
プ
ロ
ー
チ
に

は
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

も
う
１
つ
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て

示
さ
れ
て
い
る
項
目
が
「
テ
ー
マ

ご
と
に
専
門
部
会
を
設
け
、
客
観

的
な
評
価
・
検
討
」
。
こ
の
条
項

に
基
づ
き
、
第
３
回
有
識
者
会
議

で
は
▽
雇
用
対
策
▽
地
域
交
通
―

の
２
部
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
決

定
さ
れ
た
。
無
料
職
業
紹
介
い
わ

ゆ
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
、
福
祉
タ
ク

シ
ー
ほ
か
自
家
用
有
償
旅
客
運
送

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
事
務

や
権
限
の
見
直
し
を
テ
ー
マ
に
議

論
が
進
め
ら
れ
る
。
夏
頃
に
一
定

の
結
論
を
得
る
予
定
。

新
藤
大
臣
は
第
１１
回
諮
問
会
議

で
、
全
国
一
律
に
規
制
緩
和
す
る

必
要
は
な
く
、
臨
機
応
変
に
規
制

緩
和
を
進
め
た
い
と
考
え
を
述
べ

た
。
安
倍
総
理
は
新
藤
大
臣
へ
、

頑
張
る
地
方
が
報
わ
れ
る
よ
う
関

係
大
臣
と
連
携
し
、
地
方
行
財
政

制
度
を
見
直
す
よ
う
指
示
し
た
。

（３） 平成２５年６月５日 第１８７０号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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自自
治治
体体
病病
院院
議議
員員
連連
盟盟

自
治
体
病
院
議
員
連
盟
（
会
長
�
細

田
博
之
・
衆
議
院
議
員
）
の
総
会
が
５

月
１６
日
、
東
京
・
都
市
セ
ン
タ
ー
ホ
テ

ル
で
開
催
さ
れ
た
。
本
会
か
ら
は
全
国

自
治
体
病
院
経
営
都
市
議
会
協
議
会
会

長
の
田
中
修
一
・
町
田
市
議
会
議
長
、

同
協
議
会
副
会
長
代
理
の
山
口
誠
・
奈

良
市
議
会
副
議
長
が
出
席
し
た
。

当
日
は
議
員
連
盟
の
規
約
が
改
正
さ

れ
、
役
員
に
新
し
く
副
会
長
、
幹
事
長
、

事
務
局
長
な
ど
を
設
置
す
る
こ
と
が
決

定
さ
れ
た
。
新
役
員
に
は
▽
幹
事
長
�

森
英
介
・
衆
議
院
議
員
▽
事
務
局
長
�

谷
公
一
・
衆
議
院
議
員
―
が
就
任
し
て

い
る
。
関
係
団
体
か
ら
の
要
望
聴
取
で

田
中
・
病
院
協
会
長
は
▽
財
政
措
置
の

充
実
・
強
化
▽
医
師
不
足
・
偏
在
対
策

―
の
２
点
を
要
望
し
た
。

全全
国国
自自
治治
体体
病病
院院
開開
設設
者者
協協
議議
会会

議
員
連
盟
総
会
後
に
は
同
じ
く
都
市

セ
ン
タ
ー
で
、
全
国
自
治
体
病
院
開
設

者
協
議
会
（
会
長
�
西
川
一
誠
・
福
井

県
知
事
）
の
定
時
総
会
が
開
催
さ
れ
、
議

会
三
団
体
を
代
表
し
、
田
中
・
病
院
協

会
長
が
出
席
。
来
賓
祝
辞
を
述
べ
た
。

祝
辞
の
中
で
田
中
・
病
院
協
会
長

は
、
周
産
期
医
療
や
小
児
、
救
急
医
療

な
ど
に
お
い
て
自
治
体
病
院
が
担
う
重

要
性
を
考
慮
し
、
今
後
と
も
全
国
の
自

治
体
病
院
関
係
者
と
一
致
団
結
し
、
地

域
医
療
の
確
保
の
た
め
に
全
力
を
挙
げ

て
取
り
組
む
と
し
た
。

な
お
、
定
時
総
会
で
は
田
中
・
病
院

協
会
長
の
ほ
か
、
来
賓
と
し
て
自
治
体

病
院
議
員
連
盟
会
長
の
細
田
博
之
・
衆

議
院
議
員
、
村
中
健
一
・
総
務
省
大
臣

官
房
審
議
官
（
公
営
企
業
担
当
）
、
神

田
裕
二
・
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
審
議

官
（
医
療
保
険
、
医
政
、
医
療
・
介
護

連
携
担
当
）
が
出
席
し
た
。

▼
議
長

▽
白
山

岡
本
克
行
（
３
・
６
）

▽
狭
山

東
山

徹
（
４
・
２３
）

▽
天
理

廣
井
洋
司
（
４
・
２３
）

▽
近
江
八
幡

善
住
昌
弘
（
４
・
２５
）

▽
富
山

村
家

博
（
４
・
３０
）

▽
伊
豆
の
国

古
屋
鋭
治
（
４
・
３０
）

▽
出
雲

坂
根

守
（
４
・
３０
）

▽
新
見

池
田
一
二
三
（
４
・
３０
）

▽
真
庭

長
尾

修
（
４
・
３０
）

▽
東
松
島

滝

健
一
（
５
・
１
）

▽
栗
原

石
川
正
運
（
５
・
１
）

▽
清
須

石
田
敏
治
（
５
・
１
）

▽
伊
予

佐
川
秋
夫
（
５
・
１
）

▽
嘉
麻

吉
永
雪
男
（
５
・
１
）

▽
杵
築

富
来
征
一
（
５
・
１
）

▽
豊
後
大
野

小
野
泰
秀
（
５
・
１
）

▽
佐
伯

宮
脇
保
芳
（
５
・
７
）

▽
関

太
田
博
勝
（
５
・
８
）

▽
下
呂

中
野
憲
太
郎
（
５
・
８
）

▽
大
和
高
田

島
田
保
継
（
５
・
８
）

▽
桜
井

東
山
利
克
（
５
・
８
）

▽
津
山

川
端
恵
美
子
（
５
・
８
）

▽
東
か
が
わ

橋
本

守
（
５
・
８
）

▽
竹
田

中
村
憲
史
（
５
・
８
）

▽
宇
佐

徳
田

哲
（
５
・
８
）

▽
串
間

田
上
俊
光
（
５
・
８
）

▽
か
ほ
く

沖
津
千
万
人
（
５
・
９
）

▽
国
分
寺

新
海
栄
一
（
５
・
９
）

▽
藤
沢

高
橋
八
一
（
５
・
９
）

▽
沼
田

大
竹
政
雄
（
５
・
９
）

▽
富
岡

佐
々
木
功
（
５
・
９
）

▽
藤
枝

水
野

明
（
５
・
９
）

▽
津
島

後
藤
敏
夫
（
５
・
９
）

▼
副
議
長

▽
白
山

村
本
一
則
（
３
・
６
）

▽
狭
山

新
良
守
克
（
４
・
２３
）

▽
天
理

岡
部
哲
雄
（
４
・
２３
）

▽
赤
磐

岡
崎
達
義
（
４
・
２４
）

▽
近
江
八
幡

園
田
新
一
（
４
・
２５
）

▽
庄
原

赤
木
忠
�
（
４
・
２６
）

▽
富
山

市
田
龍
一
（
４
・
３０
）

▽
伊
豆
の
国

三
好
陽
子
（
４
・
３０
）

▽
出
雲

福
代
秀
洋
（
４
・
３０
）

▽
新
見

仲
田
康
豊
（
４
・
３０
）

▽
真
庭

岡
�
陽
輔
（
４
・
３０
）

▽
美
作

鈴
木
悦
子
（
４
・
３０
）

▽
東
松
島

上
田

勉
（
５
・
１
）

▽
栗
原

五
十
嵐

勇
（
５
・
１
）

▽
清
須

常
川
則
雄
（
５
・
１
）

▽
伊
予

岡
田
博
助
（
５
・
１
）

▽
杵
築

阿
部
幸
市
（
５
・
１
）

▽
豊
後
大
野

小
野
順
一
（
５
・
１
）

▽
佐
伯

井
上
清
三
（
５
・
７
）

▽
関

三
輪
正
善
（
５
・
８
）

▽
下
呂

中
島
博
隆
（
５
・
８
）

▽
大
和
高
田

仲
本
清
治
（
５
・
８
）

▽
桜
井

西

忠
吉
（
５
・
８
）

▽
津
山

津
本
辰
己
（
５
・
８
）

▽
東
か
が
わ

大
森
忠
明
（
５
・
８
）

▽
大
野
城

佐
藤
義
廣
（
５
・
８
）

▽
竹
田

吉
竹

悟
（
５
・
８
）

▽
宇
佐

佐
田
則
昭
（
５
・
８
）

▽
串
間

武
田
浩
一
（
５
・
８
）

▽
か
ほ
く

坂
井
正
靱
（
５
・
９
）

▽
国
分
寺

皆
川
り
う
こ
（
５
・
９
）

▽
藤
沢

佐
賀
和
樹
（
５
・
９
）

▽
沼
田

星
川
嘉
一
郎
（
５
・
９
）

▽
富
岡

堀
越
英
雄
（
５
・
９
）

▽
藤
枝

臼
井
郁
夫
（
５
・
９
）

▽
津
島

杉
山
良
介
（
５
・
９
）

【
訂
正
と
お
詫
び
】

広
島
県
三
次
市
議
会
が
、
新
庁

舎
建
設
事
業
に
伴
う
仮
庁
舎
へ
の

移
転
に
つ
き
ま
し
て
、
既
に
完
了

さ
せ
て
お
り
ま
す
。
本
紙
５
月
１５

日
付
第
１
８
６
７
・
６
８
号
で
は

「
新
庁
舎
落
成
」
と
紹
介
し
ま
し

た
が
、
正
し
く
は
「
仮
庁
舎
へ
の

移
転
」
で
し
た
。
訂
正
す
る
と
と

も
に
、
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
仮
庁
舎
の
「
住
所
」「
電

話
番
号
」
「
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
」
を
念

の
た
め
、
再
掲
い
た
し
ま
す
。

〒
７
２
８
―
０
２
０
１

三
次
市
布
野
町
上
布
野
１
１
９
６

―
１
三
次
市
布
野
支
所

TEL
０
８
２
４
（
５
４
）
７
８
７
９

FAX
０
８
２
４
（
５
４
）
２
９
２
２

開設者協
総会

本本会会かからら病病院院協協
のの代代表表者者がが出出席席

病院議連
総会

議議
会会
人人
事事

要要望望すするる田田中中修修一一・・病病院院
協協会会長長（（町町田田市市議議会会議議長長））

議議員員連連盟盟総総会会ににはは田田
中中会会長長ののほほかか、、病病院院
協協副副会会長長代代理理のの山山口口
誠誠・・奈奈良良市市議議会会副副議議
長長もも出出席席（（左左））

来来賓賓ととししてて紹紹介介をを受受けけるる田田中中修修一一・・病病院院協協会会長長
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